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1 和牛肥育素牛の導入を支援
します

　新型コロナウイルス感染症の拡大に
より、経営に影響を受けている和牛肥
育農家の和牛肥育素牛の導入などを支
援します。
対象　次の要件をすべて満たす和牛肥
育素牛　❶大崎市産の和牛子牛　❷体重
がおおむね270㎏以上　❸生後日数がお
おむね300日前後　❹令和3年4月から
9月までに導入または自家保留した子牛
補助率　1 頭あたり5万円（1戸あた
り限度額100万円）
申込　4月30日㈮まで農林振興課へ
申し込み
問 農林振興課畜産・林政担当

☎ 23-7090

1 農林業災害対策資金
　大雪被害や新型コロナウイルス感染
症対策の実質無利子の資金がありますの
で、最寄りの農協または下記にお問い合
わせください。
問 農林振興課農業経営・水田農業担当

☎23-7090

1 新生児養育支援特別給付金
の申請はお済みですか

　新型コロナウイルス感染症の影響な
どを踏まえ、新生児を養育する世帯に
対して、給付金を支給しています。まだ
申請がお済みでない人は、早めの申請
をお願いします。
※すでに同内容の給付金を受けている
人は、申請できません。

対象　令和2年4月28日から令和3年
4月1日までに生まれ、出生時に大崎
市に住民登録した新生児を養育する人
※支給要件に該当する世帯には、申請
書を郵送しています。出生届提出後、
1カ月以上経過しても申請書が届か
ない場合はお問い合わせください。

支給金額　対象児童1人につき10万円
申込　4月30日㈮まで子育て支援課
へ郵送または子育て支援課、各総合支
所市民福祉課へ直接持参
※郵送の場合は、4月30日㈮の消印有
効です。直接持参する場合は、平日
のみ受け付けます。

問 子育て支援課子ども給付担当
☎23-6045

2 固定資産課税台帳などの縦
覧・閲覧ができます

■共通事項
期間　4月1日㈭～5月31日㈪（土・日
曜日、祝日を除く）
場所　税務課土地担当・家屋担当、各総
合支所市民福祉課　
※代理人の場合は、本人自署（法人は代
表者から）の委任状が必要になりま
す。

■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　土地・家屋の固定資産税の納税者は、
他の土地または家屋の価格と比較し
て、価格が適正かどうかを確認するこ
とができます。
対象　固定資産税の納税者
内容　土地価格等縦覧帳簿（所在、地
番、地目、地積、価格）、家屋価格等縦覧
帳簿（所在、家屋番号、種類、構造、床面
積、価格）の縦覧
持ち物　固定資産税納税通知書または
課税明細書（前年度分も可）、本人確認
書類（運転免許証など）
■固定資産課税台帳の閲覧
　納税義務者は、固定資産課税台帳の
うち、本人の資産に対する記載部分（借
地人・借家人などは、その使用または収
益の対象となる部分のみ）を確認する
ことができます。
対象　❶固定資産税の納税義務者　❷
借地人、借家人などの有償契約者
持ち物　固定資産税の納税義務者：固
定資産税納税通知書または課税明細書
（前年度分も可）、本人確認書類（運転免
許証など）　借地人、借家人などの有償
契約者：契約書、本人確認書類（運転免
許証など）
問 税務課土地担当・家屋担当

☎23-2148

2 教育費を援助します

　経済的な理由で小・中学生の教育費
に困っている家庭に、市が助成する援
助制度があります。
内容　学用品費、通学用品費、給食費、
修学旅行費、校外活動費、新入学用品費
の一部を助成
申込　各小中学校に備え付けの就学援
助認定申請書に必要事項を記入し、必
要書類を添付して各学校に提出　
※収入状況などの審査があります。ま
た、前年度に就学援助を受けていた
人も、引き続き援助を希望する場合
は申請が必要です。

問 学校教育課学事担当  ☎72-5033

2 再生可能エネルギー発電設備
の設置は届出が必要です

　市の豊かな自然環境などを保全し
ながら、調和のとれた再生可能エネル
ギーの導入を図るため、3月9日に条
例を制定しました。
　再生可能エネルギー発電設備を設置
する際は、地域住民への説明や市への
届出など手続きが必要になります。
対象　発電電力が10キロワット以上
の再生可能エネルギー発電施設（太陽
光発電で建物の屋根などに設置するも
の、個人が自己の居住する土地などに
設置する50キロワット未満のものは
除く）
※設置する場合は事前に地域住民へ
設置方法などを説明し、理解を得
てから設置してください。届出方法
などの詳細は、お問い合わせくださ
い。

問 環境保全課環境保全担当
☎ 23-6074

2 山菜の出荷と自家消費に注
意してください

　市内で採取した山菜のうち、基準値
を超える放射性物質が検出され、国か
ら出荷制限の指示が出ている品目は、
絶対に出荷をしないように注意をお願
いします。　
　自家消費をする場合は、食品等放射
性物質簡易測定などで安全を確認して
ください。品目は市ウェブサイトで確
認してください。

問 農林振興課畜産・林政担当
☎23-7090

2 ソーラー電気柵の導入経費
を支援します

　環境に配慮しながら農作物の鳥獣被
害を軽減できるよう支援します。
対象経費　国・県補助事業を活用せずに
ソーラー電気柵を導入する際の事業経費
補助率　補助対象経費の半額以内（上
限10万円）
申込　4月9日㈮以降、農林振興課ま
たは各総合支所地域振興課に申し込み
問 農林振興課畜産・林政担当

☎23-7090

2 緑の募金に協力をお願いします
　緑の募金で集められた募金は森林整
備などの推進に充てられます。
　緑豊かな生活を送るため、募金に協
力をお願いします。
問 農林振興課畜産・林政担当

☎23-7090
 　各総合支所地域振興課農林商工      
　 担当

2 自転車安全利用条例が施行
されます

　県では、令和2年7月13日に自転
車安全利用条例を制定し、令和3
年4月1日㈭から施行されます。
　この条例により、自転車利用者は自
転車損害賠償保険などへの加入が義務
化されます。
　すでに自転車損害賠償保険などに相
当する補償（自動車保険や火災保険の
特約など）に加入している場合、新たに
自転車保険への加入は不要な場合もあ
りますので、現在加入している保険内
容について一度確認してください。
問 防災安全課交通防犯担当  

☎23-5144

2 農用地区域から除外するに
は意見書の申出が必要です

　農用地区域に指定されている農地な
どを、宅地など農地以外に転用する必
要のある人は、農用地利用計画変更意
見書の申し出が必要となります。
　除外を希望する人は、詳しい内容を
事前にお問い合わせください。
申出期間　4月13日㈫～5月12日㈬
申出先　農林振興課
問 農林振興課農業経営・水田農業担当

☎23-7090

2 山火事を防止しましょう
　春は山火事が発生しやすい季節で
す。山林付近で害虫駆除などのために
火入れを行う場合には、必ず市の許可
を受けて行ってください。
統一標語　「あなたです　森を火事か
ら　守るのは」
問 農林振興課畜産・林政担当

☎23-7090

■緑化運動強調月間（～5月） ■若年層の性暴力被害予防月間（1日～30日）
■春の交通安全県民総ぐるみ運動（6日～15日）
■交通事故死ゼロを目指す日（10日）

今月の取り組み
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